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（午後 ５時００分 開会） 

○梶野部長 それでは、まだ数名遅れていらっしゃる委員もおられますけれども、定刻と

なりましたので、ただいまから第４４回東京都認知症施策推進会議を開催いたします。

委員の皆様におかれましては、年度末の何かとお忙しい中ご出席いただきまして、誠

にありがとうございます。 

  本日、本会議の事務局を務めております、認知症施策推進担当課長の小澤が都合によ

り欠席となっておりますので、私、高齢者施策推進担当部長の梶野、また担当の課長

代理からご説明等させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  初めに、幾つか連絡事項がございます。 

  本会議は原則公開となっておりまして、配布資料、また議事録は後日ホームページで

公開させていただきます。あらかじめご承知おきください。 

  また、会場にお集まりいただきました皆様、ご発言の際には挙手をお願いいたします。

事務局がマイクをお持ちいたしますので、議長が指名しましたらご発言をお願いいた

します。その際、オンライン参加の方も本日数名いらっしゃいますので、そうした方

にも聞こえるようにはっきりとご発言をいただくとともに、当事者の方にとってもど

なたにも分かりやすいよう、要点を絞って端的にお話しくださるようお願いいたしま

す。 

  また、オンラインでご参加の委員におかれては、表示名の変更が可能な方はご所属、

氏名を表示いただくようお願いいたします。ご所属は略称で構いません。 

  また、適宜事務局で変更させていただく可能性もございますので、ご了承ください。 

  また、委員の方はビデオオンでご参加いただきまして、委員の方以外の場合は基本的

にはビデオオフでご参加いただくようお願いいたします。 

  次に、画面が映らない、音声が聞こえないなどの問題が発生しました場合は、一旦会

議から退出いただきまして再入室を試みていただきたいと思います。再入室していた

だいても改善されない場合は、事前にお送りしておりますメールに記載の電話番号へ

のご連絡をお願いいたします。 

  またご発言の際は、オンラインの場合は「手を挙げる」をクリックしていただきまし

て、議長が指名しましたらマイクをオンにして、ご所属、お名前をおっしゃっていた

だいた上でご発言をお願いいたします。終わりましたらマイクをミュートにしていた

だくよう、重ねてお願いいたします。 

  なお、会議中のハウリングの防止のため、発言時以外はマイクをミュートにしていた

だくようお願いいたします。 

  本日オンラインで傍聴されている方への注意事項でございますが、マイクとカメラは

必ずミュートまたはオフにしていただくようお願いいたします。 

  また、ムービーカメラ等の使用による録画や録音は、控えていただくようお願いいた

します。 
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  続きまして本日の配布資料でございますが、お手元の資料の次第の下段に一覧がござ

います。資料１から資料６まで、また参考資料としまして１－１から５まで、それぞ

れございます。議事進行に合わせて画面共有等でお示しいたします。 

  また、席上には紙資料をご用意しておりますので、もし不足等がありましたら事務局

にお申しつけください。 

  次に委員、幹事の紹介につきましては前回の会議から変更はございませんので、お手

元の資料２の名簿の配布をもって代えさせていただきます。なお本日、今年度最後の

会議となりますので、この会議の最後に委員の皆様より一言ずついただければと、そ

うした時間を設けたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、委員の出欠状況でございますが、本日は全委員からご出席とのご連絡をいただ

いております。一部遅れていらっしゃる委員もおられますが、後ほどご参加いただけ

るものと思います。 

  本会議には、認知症の当事者の委員の方にもご参加をいただいております。途中休憩

を挟むとともに、ご負担を避けるため、会議の終了時間はいつもどおり厳守させてい

ただきます。ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

  先ほども申し上げましたとおり、発言は当事者の委員も理解しやすいよう、できるだ

け端的にお願いいたします。 

  事務局からは以上でございます。 

  それでは、ここからは内藤議長に、進行をお願いいたします。 

○内藤議長 改めまして皆様、お忙しい中お集まりいただいてありがとうございます。 

  いよいよこの計画に向けて最終回となりますが、この会議は続きます。本日はこの東

京都認知症施策推進計画最終案について、皆さんにご確認いただくという会となって

おります。どうぞよろしくお願いいたします。 

  では、議事に従いまして、進行させていただければと思います。 

  まず議事の１番、パブリックコメントにおけるご意見及び回答について、まずは事務

局からご説明をお願いいたします。 

○笹岡課長代理 ご説明いたします。資料３をご覧ください。 

  今回パブリックコメントを２月から３月の頭にかけて実施いたしまして、６０件もの

ご意見をいただいたところでございます。事前に資料をお送りしておりましたけれど

も、幾つかポイントとなりそうなところを私からご報告させていただければと思いま

す。 

  ３番をお願いいたします。こちら今回、都の計画では「認知症のある人」という表現

を用いることとしたところでございますけれども、ここに対して多くの意見をいただ

きました。「認知症のある人」に統一すると、「むしろ認知症があることが強調され

るような嫌な感じがする」といったことですとか、「不自然な表現ではないか」、

「用語変更が突然でとても驚いている」、「こういったところには多様な本人の参画
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が必要ではないか」、こういったご意見をいただいたところでございます。 

  都のプロセスを申し上げさせていただきますと、こちらの計画につきましては、推進

会議の委員の皆様から様々なご意見をいただきまして、そういった議論を踏まえて、

今回は「認知症である前に人であることが重要だ」と、そういう考え方を表現する一

つの形として、「認知症のある人」という表現を用いることといたしました。こちら

は東京都として決定したものでございます。 

  いただいたご意見を見ますと、文言を変えたとところに焦点が当たっているような気

がしますけれども、そうではなくて、そういう考え方が重要なんだということを、

我々としても丁寧に伝えていく必要があるなと思ったところでございます。 

  また、当事者の参画というところでは、来年度から当事者の方からご意見をいただく

場を都としても設置する予定でございます。そういったところで、また皆様のご意見

を伺いながら都の施策を進めていくというところで考えています。 

  １１番をお願いいたします。こちら、重点目標２のところで、「認知症のある人も含

めた都民一人一人が安全に、希望を持って暮らすことができる地域づくり」というも

のがございました。こちらは、診断後間もない方等には、「希望を持って暮らす」と

いうことは伝わりにくいのではないかというところで、「安心安全に」というのはど

うかというところで反映したところでございます。 

  １３番をお願いいたします。１４番も一緒なんですけれども、「できないことに目を

向けるのではなくて、できることに目を向けることが大切ではないか」、こういった

ご意見でございました。大変重要なメッセージと考えておりますので、現状と課題に

追加いたしました。 

  ２２番をお願いいたします。普及啓発のところで、学校に関するご意見をいくつかい

ただいたところでございます。学校における認知症の啓発や教育の重要性、こういっ

たところに対するご意見をいただきました。こちらにつきましては学習指導要領に基

づきまして、適切に対応していきたいと考えているところでございます。 

  ２４番をお願いいたします。２５番も一緒ですけれども、認知症サポーターについて

でございます。都としては、今回認知症サポーターを認知症のある人と伴走して、と

もに支え合って生きるパートナーといったような位置づけで、計画に書いてきたとこ

ろでございますけれども、「行動を伴うような記載になっているのではないか」、そ

ういったご意見がございました。 

  我々の考え方が、なかなか伝わっていなかった部分もあったかなと思いますので、そ

こを分かるような形で修正したいというところでございます。 

  ３１番をお願いいたします。こちらはバリアフリーのところで、住まいに関するご意

見でございました。「認知症があったとしても物件の貸し渋りが起きないように、施

策を進める必要があるのではないか」という意見があり、都としても住宅セーフティ

ネットの強化といったところで、支援を進めていくと考えているところでございます。  
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  ３９番をお願いいたします。こちらは意思決定の項目ではございますけれども、「家

族がいない方への支援というのはどうするのか」といったようなご意見でございまし

た。単身の方というのは、今回の我々の計画でも強調して取り上げているところでご

ざいます。こちらにつきましては、関係機関と連携しながら取組を進めてまいりたい

と思っているところでございます。 

  ４６番をお願いいたします。こちらは保健医療サービスの項目でございます。「レカ

ネマブ」「ドナネマブ」ということで、認知症抗体医薬に対するご意見でございまし

た。「こちらは都で使用を推進するということか」と、こういったご意見をいただい

たところでございます。 

  都としては、こういった医薬品の使用を推進するという立場ではなくて、普及啓発が

重要と考えております。都民の正しい理解の促進と、専門職の人材育成といったとこ

ろを進めていきたいと考えているところでございます。 

  ５９番をお願いいたします。こちらは研究の項目でございます。研究のところでもか

なり多くのご意見をいただいたところでございます。こちらにつきましては、共生社

会の推進というところでございますけれども、「少し内容が薄いのではないか」と、

「ぜひ研究を迅速に進めてほしい」と、そういったようなご意見でございました。 

  こちらにつきましては、来年度新しく東京都健康長寿医療センターで、「空白の期

間」の支援に係るマニュアルの作成といった研究事業を実施していくところでござい

ます。こういった取組も含めて、取組を推進していくといったところになっておりま

す。 

  パブリックコメントの報告でございまして、こちら６０件、様々なご意見をいただき

ました。こちらを計画の中盤のまとめから最終案にかけて、反映をしていったという

ところでございます。 

  簡単ですが説明は以上です。 

○内藤議長 ご説明ありがとうございます。今、ご説明していただいたように、パブリッ

クコメントによって計画案を変更した部分が発生するということになりまして、議事

の２番を先にご説明したいと思いますが、東京都認知症施策推進計画最終案について、

今の変更を含めた反映したところを中心に、ご説明いただきたいと思います。その後、

皆様からご意見いただきたいと思います。ではお願いします。 

○笹岡課長代理 ありがとうございます。 

  資料４をお願いいたします。こちら最終案となる概要版でございますけれども、先ほ

ど申し上げたとおり、パブリックコメントでいただいたご意見を反映し、修正を加え

たものでございます。 

  こちらの内容につきまして、ポイントとなりそうなところをご説明させていただきた

いと考えております。 

  今、表示されているところは計画の考え方というところで、一番重要な部分でござい



 

 5 

ます。理念といたしまして、「認知症があってもなくても都民一人一人が相互に尊重

し、支え合いながら共生し、認知症になってからも尊厳を保持しつつ希望を持って暮

らすことができる東京の実現」を今回掲げさせていただきました。それに伴いまして

五つの重点目標を定め、こちらを推進するための８つの基本的施策を立てたところで

ございます。 

  ３ページをお願いいたします。こちらは東京都全体の計画についてであり、「２０５

０東京戦略 ～東京 もっとよくなる～」というものを策定予定でございます。こちら

を「策定しました」と書いてあるのは、今月末出るという前提で書かせていただいて

いるのですけれども、こちらの戦略の中で２０５０年代に東京が目指す姿といたしま

して、「心豊かに暮らし、いつまでも輝けるアクティブなＣｈｏｊｕ社会」、こうい

ったビジョンを描いているところでございます。 

  その実現に向けましては、単身高齢者や認知症のある人の様々な不安解消に向けた生

活支援を推進するということとしておりまして、こうした都の戦略の考え方も踏まえ

て策定をしたというところでございます。 

  １０ページをお願いいたします。１０ページからは基本的施策の８本柱のそれぞれの

説明というところでございます。 

  普及啓発のところで、右側の＜普及啓発の推進＞というところの矢印の二つ目と三つ

目をご覧いただければと思いますけれども、「知って安心 認知症」のパンフレット

と、また我々の持っているホームページ、「とうきょう認知症ナビ」は作成後、大分

時間がたっているところでございます。今回法ができたことを機といたしましてリニ

ューアルを行い、普及啓発の取組を推進していきたいと考えているところでございま

す。 

  また、＜認知症のある多様な人や家族の参画の推進、本人発信支援＞というところの

丸の一つ目でございますが、認知症のある人の家族から意見を聞く場を令和７年度か

ら設置をいたしまして、継続的に認知症の当事者の方々からご意見をいただく機会を

設け、都の施策を進めていきたいと考えているところでございます。 

  次のページをお願いいたします。こちらはバリアフリーでございます。一番右下にな

りますけれども、ＧＰＳの活用でございます。こちら、「あなたのことが大切だか

ら」という周囲の思いを、本人が「安全のために持ってみよう」と思うように伝える

という考え方が重要だということで、こういった啓発に取り組んでいきたいと考えて

いるところでございます。 

  次のページをお願いいたします。こちらは社会参加のところでございます。【現状と

課題】の丸の三つ目でございますけれども、若年性認知症のところで、「若年性の認

知症のある方を受け入れたことがないという事業者さんも多く存在しているが、そう

いう方の参加の希望があったときにそこをチャンスと捉えて、受入れや考えるきっか

けにしてほしい」、こういったことを伝えていくことが重要なのではないかと追記を
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しているところでございます。 

  次のページをお願いいたします。意思決定支援のところでございます。右側、【施策

の方向】の一番上でございますけれども、＜意思決定支援の推進＞というところで、

意思決定支援につきましては、医療・介護従事者向けの研修を充実していく予定でご

ざいます。後ほどの議題でも施策を少し紹介しますけれども、令和７年度からこうい

った研修を充実させていくということを考えております。 

  １６ページをお願いいたします。こちらは医療のところでございます。左側、【現状

と課題】の丸の５個目でございます。認知症抗体医薬のところでございますけれども、

治療の対象とならない方だけではなくて、治療の選択をしないといった方に対しまし

ても適切な配慮が必要だといった課題があるということを追記させていただいている

ところでございます。 

  概要の説明は以上でございまして、資料５の本文のところを少しご説明させていただ

きたいと思います。資料５の１０５ページをお開きいただけますでしょうか。 

  計画の指標でございます。前回の推進会議では、未来の東京戦略の指標を今回の計画

で設定するといったようなご説明をさせていただきました。こちら今回新たに２０５

０東京戦略を策定しており、そちらで設定した施策目標につきまして、一旦今回の仕

様として設定をさせていただくということで記載をしているところでございます。 

  国の基本計画の中でＫＰＩを定めておりますけれども、今後国で具体的な調査方法や

施策評価の在り方を検討するといったところでございますので、その状況を踏まえま

して本計画の仕様についても見直しを実施していくと考えているところでございます。  

  ２６ページをお開きいただけますでしょうか。コラムでございます。今回の計画の策

定に当たりましては事業者の皆様にヒアリングをさせていただきまして多大な協力を

いただきました。ヒアリングの内容や、取組をコラムとして記載させていただきまし

て、都民の方に広く周知をさせていただければというところでございます。 

  今、表示されているのは全国キャラバン・メイト連絡協議会のものでございますけれ

ども、今回１８の事業者にヒアリングを行わせていただきましたので、その取組を各

章の後ろのところに掲載しているところでございます。 

  ８７ページをご覧いただけますでしょうか。こちらは、区市町村のコラムでございま

す。今回の計画の策定に当たりまして１７区市町村の方にご協力いただきまして、ヒ

アリングをさせていただいたところでございます。各区市町村の認知症施策で特徴的

というか、力を入れて取り組んでいることなどを記載させていただきまして、こちら

もコラムにして都民の方々に広く普及、お知らせしていくというところで今回記載し

ているところでございます。 

  説明は以上でございまして、皆様からいただいた貴重なご意見やこの推進会議の議論

等を踏まえまして、最終案として取りまとめさせていただきましたので、こちらに基

づきまして今年度末に公表という流れで考えているところでございます。 
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  簡単ですが、説明は以上です。 

○内藤議長 ご説明ありがとうございました。議事１でご説明いただいたように、パブリ

ックコメントの反映、幾つかの特徴をご説明いただきましたが、お配りしています資

料５のとおり、現在のところの東京都認知症施策推進計画の最終案が出来上がったと

いうところでございます。 

  では委員の皆様からご意見、ご質問をいただきたいと思います。いかがでしょうか。

さとう委員から何かございますか。 

○さとう委員 ありがとうございます。今回「認知症のある人」という表現についてなの

ですけれども、個人的にも多くの声が私に届いておりまして、私自身もこの件につき

ましてお伝えさせていただいたのは、あくまでも言葉が、「認知症の人」や「本人」、

「当事者」、様々な使い分けというものもあると理解しております。 

  その中で、「認知症のある人」というのは、その一人の人の人生の中に、認知症とい

う診断がついたという物事の考え方、視点を変えていただけたらという思いも込めて、

お伝えさせていただいたということになりますので、よろしくお願いいたします。 

  そのことにつきましても、３ページに用語のコラムがあるのですけれども、いろいろ

と前半は丁寧に記載していただいているのですけれども、後半のパブリックコメント

の部分の記載に関して、先ほどもご説明があったような表現と記載していただけたら、

より都民の方に分かるのではないかなと思いました。 

  よろしくお願いいたします。 

○内藤議長 ありがとうございます。「認知症のある人」に関して様々なご意見があった

ようなのですけれども、これについて何かご意見がある方、いらっしゃいますでしょ

うか。 

  では、進藤委員、お願いします。 

○進藤委員 ありがとうございます。東京都健康長寿医療センター並びに国立長寿医療研

究センターの進藤です。私、このパブリックコメントを配布しましたときに最初に思

い出したのが、２００４年に痴呆から認知症というように言葉が変わるということで

ございます。 

  私の記憶の中では当時、認知症という言葉に変わることに対して、「なぜ痴呆のまま

でいけないのか」と。「今までずっと言葉を使ってきたんだからそれでもいいのでは

ないか」というようなコメントが幾つか出ていたということを記憶しております。 

  その後、私もこの認知症施策等に関わってきている中で、言葉ってとてもセンシティ

ブだなと思っておりまして。捉え方というのは人によっては本当に様々だなと思いま

すし、場面によっても、その言葉の持つ意味もいろいろ変わってくるのかなと思って

おります。 

  今回私、改めてこの言葉について考えたときに、実は障害の分野ですと、「障害のあ

る人」という言葉が内閣府なんかでも使われている。だけど認知症に関しては、国の



 

 8 

ほうで「認知症の人」というような言葉を使っている。 

  本当に言葉は難しいなと思っていまして、そういう意味でこれからも引き続き議論と

いうものを続けていく。たくさんの当事者の方からご意見をいただいて議論を続けて

いくということが大事なのかなと思ったところです。 

  その意味で、資料５の推進計画の３ページのグラフのところですけれども、これはあ

くまでも提案という形で申し上げさせていただければと思いますが、３ページの一番

下の段、「様々なご意見があることを踏まえながら、普及啓発に努めてまいります」

という表現になっているのですが、これは「認知症のある人」という言葉を何か普及

啓発していくというふうに私は少し感じてしまいました。 

  そのため、「今後も多くの当事者の方のご意見を伺いながら議論を重ねてまいりま

す」というような形で、引き続きこのことについてはたくさんの意見をいただきなが

らみんなで考えていこうという姿勢が打ち出せるとよろしいかなと思いました。 

  以上です。 

○内藤議長 ご提案ありがとうございます。ほかの委員の方、いかがでしょうか。 

 粟田委員に聞いてもいいですか、ご意見。 

○粟田委員 私は、パブリックコメントでこういう意見が出てくるということが、とても

いいことだなと思いました。改めて認知症の人、あるいは認知症のある人にしても、

より深く考えてみようとみんな思えるので、とてもいいことだなと思います。 

  結論としては、認知症の人であろうが認知症のある人であろうが、どちらがいいとい

う話で本当はなくて、そのときの状況や場面を考えていろいろ配慮しながら、言葉を

選んで使っていくということが大事なので。 

  私も実は、論文の中で「認知症の人」と書くこともあるし、「認知症のある人」と書

くこともあるし、「認知症とともに生きる人」と書くこともあるし、「認知症の本

人」と書くこともあるし、「認知症の当事者」と書くこともあるのですが、やはり考

えて使うわけですね。 

  というようなことで、そうやって使えばいいことだと思うのですけど、ただ今回、計

画で文章を書かなければいけないので、それなりには決めておく必要があります。そ

の議論のもとで取りあえず「認知症のある人」という表現にしようということになっ

たので、こういう使い方があってもいいかなと思います。 

  ちなみに余計なことですけれども、英国にＮＩＣＥという医療とケアの質を確保する

ための国の機関があるのですが、そこでは認知症のガイドラインも作成されており、

「ｐｅｏｐｌｅ ｌｉｖｉｎｇ ｗｉｔｈ ｄｅｍｅｎｔｉａ」という表現を使おう

と決めてるのですね。ＰＷＤと略すのですけれども。 

  一応そうやってこの用語を使おうとここで決めたことなので、今回はまずはこの用語

を使うことおし、今後もいろいろ議論していくということでいいのではないかなと思

います。 
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○内藤議長 ありがとうございます。委員の方、何かありましたら。オンライン参加の方

はいかがでしょう。 

  今、進藤委員から「最後の末尾の普及啓発するのではなくて、当事者のご意見を伺っ

て議論を重ねていくことにしたらどうか」というご意見いただいた。先ほどの東京都

のご説明も当事者の方への説明をこれから続けていくということで、「認知症の人」

という言い方ではなくて、一歩進んでこの計画で「認知症のある人」にしようという

ことで、この委員会の中で合意して。 

  最終的には東京都がお決めになっていることですので、東京都が責任を持って説明を

してくれるというのが今後のことだと思います。そういうことで、今、進藤委員のご

提案も含めて、最終的には事務局、東京都のほうと私のほうで預からせていただいて、

３ページのコラムで修文したいと思うのですがいかがでしょうか。 

  具体的には３ページの真ん中のほうで、「都においては」という三つ目のブロックで

すけど、「当事者の委員から私たちは」と書いてあって、当事者のさとう委員に全て

の責任を負わすような表現、これは大変よくないと、ここで合意したことですから、

「私たち委員がこういう意見を採用した」というふうにさせていただきたいというと

ころ。それから最後のところと、その辺りは修正したいと思っておりますので、少し

預からせていただいてお任せいただければと、よろしいでしょうか。 

  ではこの件は、そのように進めさせていただければと思います。ありがとうございま

す。 

  ほかの部分、何かございますでしょうか。ご意見があればと思うのですが。よろしい

でしょうか。 

  それでは、特にご意見がないようであれば、これをもって、今のコラムの３ページだ

けは修文するということですけれども、最終案について委員の皆様にお認めいただい

たということで取扱いをしていただければと思いますが、よろしいでしょうか。 

  それでは皆さんにお認めいただいたということで、準備が整い次第、計画策定につい

て公表させていただくということにしたいと思います。 

  委員の皆様におかれましてはこの計画策定、１年間でつくるとなかなかタイトなスケ

ジュールで大変だったと思います。特にこの起草委員会の委員をしていただいた方に

は、非常に膨大な内容をおまとめいただいて非常に感謝しております。 

  また委員の皆様も活発にご議論いただいて、まだまだこれからやることはいろいろあ

ると思うのですけれども、まず第一歩を踏み出せたということでお考えいただければ

いいのではないかと思いまして、非常に御礼を申し上げるところです。 

  特にさとう委員にはいろいろな部分でご助言いただいて、非常にそれによっていい計

画になったのではないかと思います。本当に深く感謝を申し上げます。 

  ではこれについて認めていただいたということで、本日は山口福祉局長にもご出席い

ただいていますので一言、この後ご挨拶をいただければと思います。よろしいでしょ
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うか。では、よろしくお願いいたします。 

○山口局長 福祉局長の山口でございます。よろしくお願いします。 

  日頃より都の福祉行政に多大なるご理解、ご協力を賜りまして、厚く御礼を申し上げ

ます。 

  また内藤議長をはじめまして、委員の皆様方におかれましては、大変ご多忙の中で、

昨年の５月から起草のワーキンググループを含めて、計７回にわたって精力的にご議

論をいただきましたことに、改めて深く感謝を申し上げます。 

  都におきましては、新たな長期戦略であります「２０５０東京戦略 ～東京 もっと

よくなる～」という副題がついているのですけれども、これにおきまして、２０５０

年代に東京が目指す姿として、「心豊かに暮らし、いつまでも輝けるアクティブなＣ

ｈｏｊｕ社会」という新たなビジョンを描いております。本計画の策定は、まさにそ

の実現に向けた第一歩と考えているところでございます。 

  計画策定の過程におきましては、当事者の皆様のお話を伺う機会も特に私どもは大切

に考えておりまして、さとう委員それから大野委員、佐野委員をはじめまして、多く

の認知症のある方やご家族に参画いただくことで、貴重なご意見や新たな気づきをい

ただいたと思っております。 

  本計画はそうしたご意見や気づきも反映しまして、認知症があってもなくても都民一

人一人が相互に尊重し、支え合いながら共生し、認知症になってからも尊厳を保持し

つつ希望を持って暮らすことができる、そういった東京の実現という基本理念のもと

に、家族介護の経験のある方によるピア相談などの新規事業を含めまして、都独自に

様々な施策を盛り込んでいるところでございます。 

  来年度からはこの基本理念の実現に向けまして、委員の皆様の知見や、ご経験に基づ

く幅広いご意見を、引き続き頂戴していきながら、都庁一丸となって施策を推進して

まいります。 

  今後とも特段のお力添えを賜りますよう心からお願いを申し上げまして、挨拶とさせ

ていただきます。この間、本当にありがとうございました。 

○梶野部長 それでは恐縮ですが、山口はこの後用務がございますので、恐れ入りますが

ここで退席とさせていただきます。 

○内藤議長 ありがとうございました。 

  ちょっと早いけど、一応ここが切れ目になっていますので、ここで休憩とさせていた

だきます。 

  再開は５分後ですね、４０分再開でよろしいでしょうか。４０分再開ということで、

よろしくお願いいたします。 

（午後 ５時３４分 休憩） 

（午後 ５時４０分 再開） 

○内藤議長 それでは再開したいと思いますが、よろしいでしょうか、皆様。ご準備はよ
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ろしいでしょうか。 

  実はもう一つ議題が残っておりまして、令和７年度の認知症施策についてということ

で、資料６を用意していただいております。議事でいきますとその他のところなので

すけれども、資料６をご用意いただければと思います。 

  では事務局からご説明をお願いいたします。 

○笹岡課長代理 ありがとうございます。資料６をお開きください。令和７年度の東京都

における認知症施策についてということで、主に我々の部署にはなりますけれども、

その施策の取組につきまして、幾つか主なものをご紹介させていただければと思って

おります。 

  １ページは全体像というところでございまして、今回の計画の８本柱に落とし込んだ

ときに、各項目にこういった事業がぶら下がっているのではないかというところで整

理したものでございます。予算規模としては４３億円ほどというところでございます。  

  次のページをお願いいたします。ここからが施策の主なものを取り上げていきたいと

思います。まず認知症施策推進事業ということで、令和７年度に、「知って安心認知

症」と、「とうきょう認知症ナビ」、こちらを新たにリニューアルしたいというとこ

ろで、予算措置を行っているところでございます。 

  次のページをお願いいたします。こちら早期発見等支援ネットワーク事業でございま

して、令和６年度からの拡充というものになっておりますけれども、もともとネット

ワークの構築というものに対する補助を、区市町村包括補助事業ということで実施し

ておりました。 

  こちらを個別事業化するということで、①のところがＧＰＳの整備に対する補助で、

区市町村に２分の１の補助率でやっております。もともとはこちらのＧＰＳだけでは

補助ができなかったというものでございます。 

  加えて②のところで、同時にネットワークを構築するような取組をする場合、１０分

の１０補助というものをつくっておりまして、こちらは今年度から実施しているもの

でございます。 

  次をお願いいたします。認知症サポーター活動促進事業でございます。こちらも令和

６年度からの拡充でございますけれども、左下の赤いところ、２の「チームオレンジ

の設置に取り組む区市町村へのアドバイザー派遣」ということで、チームオレンジの

立ち上げ等を希望する区市町村に対しまして、オレンジ・チューターをアドバイザー

として派遣する事業を行っているところでございます。 

  次のページをお願いいたします。こちらは認知症のある人の社会参加推進事業、こち

らも今年度から実施しているものでございます。真ん中の取組の概要をご覧いただけ

ればと思いますけれども、地域の多様な主体が集まって話し合う場を設置し、そこで

社会参加の機会を創出するための話合いをする、こういった場を設置する区市町村に

対する支援と、下の２番のところでは、この社会参加の取組を全区市町村にも広げて
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いくことを念頭に検討会を設置しまして、どのように取組を進めていけばよいか検討

している会議をやっているところでございます。こちらは来年度も実施するところで

ございます。 

  次、お願いいたします。こちら介護従事者に対する、認知症のある人の意思決定支援

研修でございます。真ん中のところでございますが、介護サービス事業所の管理者等

が、認知症のある人の意思を尊重した支援の手法を、より深く学ぶ機会を提供するた

めの研修を令和７年度から新たに実施するというところでございます。 

  次のページは、医療従事者に対する意思決定支援の研修、こちらも新たに実施すると

いうところでございます。 

  次、お願いいたします。民間団体と連携した認知症家族介護者へのピア相談事業でご

ざいまして、こちらは令和７年度新規事業でございます。こちらは家族介護者の方が

心理的に孤立しないように、民間団体と連携いたしまして家族介護の経験がある方が

相談員として対応する電話相談、こういった事業を新たに実施することを考えている

ところでございます。 

  次、お願いいたします。認知症サポート検診事業、こちらは令和６年度からの拡充見

直しになっているところでございます。もともと原則として７０歳以上の都民に対す

る事業でございましたが、それを原則５０歳以上に年齢を引き下げるとともに、普及

啓発並びに認知機能検査と地域における検診後のサポートを推進するため、区市町村

のチラシやポスターにより検診実施について周知することや、検診後の支援のところ

では対象者への定期的な連絡、訪問などを行う。こういった取組に対する支援を手厚

くしているというところでございます。 

  次、お願いいたします。認知症サポート医地域連携促進事業でございます。こちらは

今年度から、地域包括支援センターと連携して活動する認知症サポート医を「とうき

ょうオレンジドクター」と認定する事業を開始したところでございます。令和７年度

からは、研修や講演会等での日常的な連携や、地域包括で対応が難しい場合に医療相

談や訪問等をとうきょうオレンジドクターに依頼する場合にかかる費用につきまして、

区市町村への支援を行うというのを開始する予定でございます。 

  次、お願いいたします。認知症抗体医薬対応支援事業ということで、こちらは今年度

から認知症抗体医薬に対する特設サイトや、医師等に向けたオンライン窓口を設置し

ているところでございますけれども、一番下のところ、治療における課題等の検証や

分析、対応策の検討を、東京都健康長寿医療センターの知見を生かしながら取組を実

施していくと考えているところでございます。 

  簡単ですが、説明は以上です。 

○内藤議長 ご説明ありがとうございました。 

  従来の今までの進行は、ここで皆さんからご質問をいただくのですけれども、この後、

一人３分、非常に長い時間帯が必要でございまして、大変恐縮なのですがこの件に関
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しましてはもしご質問がありましたら、個別に事務局のほうにお尋ねいただければと

思いますし、特に意見があるところがございましたら、ぜひ皆さんの意見表明のとこ

ろでおっしゃっていただければと思います。 

  改めまして委員の皆様には、会議の円滑な進行にご協力いただいて本当にありがとう

ございます。とにかくこれからが長くて、これから全員で、委員の方はものすごい数

ですから、お一人３分ずつ、ぜひ説明があると思いますが時間厳守でひとつよろしく

お願いしたいと思います。 

  ではここからの進行は事務局のほうにお返しして、お進めいただければと思います。 

  ありがとうございます。 

○梶野部長 議長、ありがとうございます。 

  会議の冒頭でもご案内をいたしましたとおり、委員の皆様より一言ずつご発言いただ

きたいと思っております。既に議長から繰り返しおっしゃっていただいておりますけ

れども、時間の関係上、恐縮でございますが、お一人当たり３分以内ということでよ

ろしくお願いいたします。 

  なお、名簿の順にというところなのですが、平川博之委員が、この後ご予定があると

いうことで、最初にご発言をお願いできればと思いますが、平川委員、オンラインの

ほうでお話いただけますでしょうか。 

○平川（博）委員 私のほうは、本当に今回のこの推進会議で、本当に丁寧に意見を取り

まとめられながら一歩一歩進んだので、すごく感銘を受けました。ありがとうござい

ます。少しでも皆さんの声を取り上げていくということが、よく分かりました。 

  私のほうは時間もありますので、一点だけです。先ほどちょっとお話がありましたけ

れども、今年度から「オレンジドクター」という新しい仕組みを、東京都とともに行

うことになりました。 

  ご案内のとおり、２０年ほど前から認知症サポート医という形で、全国で認知症に関

わる医師を育ててきたのですけれども、残念ながらこのミッションがいまいちはっき

りしなかったために、頑張っている先生もいらっしゃれば、僕は何をすればいいんだ

と悩んでいる先生もいらっしゃるということがあって。これはもう明らかに機能と役

割を明確にして、地域で汗をかいてもらおうという形で、今回「オレンジドクター」

という仕組みをつくりました。 

  もちろんいわゆる認知症サポート医の資格を持った先生の中を、さらにバージョンア

ップしていきまして、例えば、医療経験も臨床経験もおありの先生で、なおかつ毎年

サポート医に対してのフォローアップ研修という研修を行っています。できる限り臨

床というのは、知識を上げなければいけないという、治療に関してもケアについても、

そういったフォローアップ研修をしっかり受けている先生、ちゃんとアップデートす

る先生を中心にすると。 

  そういう方々に今回の事業に参加してもらうわけですけれども、最も重要なことは先
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ほどお話があったように、認知症の方、認知症のある方に対しては様々な支援や様々

なアイデアが必要なのですけれども、その一つとしてやはり地域包括支援センターは

最後の受皿とか、あるいは駆け込み寺であるという形で、各地域で機能をしておりま

す。 

  そこで、やはり最初に我々のオレンジドクターが手を入れるべきじゃないかというこ

とで、今回のオレンジドクターの一番の資格認定としては、その地域包括支援センタ

ーがあると、地域包括センターと契約をして、そこの支援を必ずやるという仕組みに

しております。 

  理想はともかくとして、今、始まったばかりですけれども、今回のこの仕組みについ

ては、当初オレンジドクターに対しても支援も賃金も出なかった形だったわけですけ

れども、それでも思わぬほど数多くの方々がやりたいと手を挙げてもらって、なかな

かまだまだ認知症に対して医師の矜持というのは、実は捨てたものじゃないなと思っ

たわけです。 

  今回は東京都から早くも様々な支援をいただくことになりましたのですけれども、こ

れを大事に使いながら、一番このベースであります地域に密着している、その地域包

括を支えるという仕組みをつくりながら、認知症サポート医で活躍していきたいと思

います。 

  当たり前ですが、認知症サポート医はサポート医という名前です。支える、サポート

の医師であって、もちろん認知症治療の専門家だとか診断専門家も含んでいますけれ

ども、そんなことは東京には幾らでもいるわけであって。 

  一番大事なのは支えの担い手となってもらうドクター。これがサポート医ですので、

それをさらにバージョンアップして今回オレンジドクターという仕組みをつくりまし

た。どうぞこれからも頑張りますので、よろしくお願いします。 

  以上でございます。 

○梶野部長 ありがとうございます。 

  それでは、名簿の順に戻りましてということで、順番にご紹介してまいります。粟田

主一委員、お願いいたします。 

○粟田委員 ３分間ということで、何とか手短に話そうと思うのですけれども、今回東京

都認知症施策推進計画が出来上がったわけでありますけれども、実は私、認知症基本

法をつくるときに議員の勉強会に呼ばれていろいろ意見を言ったり、国の認知症施策

推進基本計画では関係者会議の会長を務めさせていただいたり、今回認知症施策推進

計画の東京都の起草委員もやらせていただきました。 

  大事なことは、今回の認知症基本法は、これまでの我が国の認知症施策を大きく変え

ていく一つのきっかけになっているということを地方公共団体に伝えて、あるいは医

療ケアの現場まで浸透させていくということです。東京都はそれをいち早く実現させ

ようとしているのではないかなとかんじております。 
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  何が変わるかというと、今回のこの基本法も認知症施策推進基本計画も、認知症とと

もに生きる本人の基本的人権の確保ということを前提として、共生社会を実現してい

こうということが明確に打ち出されていて、全ての施策がそこに収れんするように具

体的な計画を立てていこうという、そういうことになっているのですね。 

  ということで基本計画の、基本的施策の一つ一つの目標を見ていただくと分かるので

すが、全てが認知症の本人が主語になるように書かれています。本人がこうなるよう

にという、そういうふうな目標になっていて、もちろん本人だけでなく家族も大事で

はありますが、一応文言としては本人がというふうな書き方で統一されているという

ことです。 

  実は東京都以外の都道府県認知症施策推進計画を、まだつくっている途中の段階で拝

見させていただいておりますが、東京都には先陣を切ってとてもいい認知症施策推進

計画をつくってもらえたのではないかなと思っています。 

  この計画がこれから区市町村にだんだん浸透していくことをめざして、まだまだ我々

にはやらなければいけないことがたくさんあるのではないかと考えているところでご

ざいます。 

  以上です。 

○梶野部長 ありがとうございます。 

  それでは井藤佳恵委員、オンラインでのご参加ですがご発言いただけますでしょうか。 

○井藤委員 すみません。オンラインで失礼いたします。 

  最初からの会議で、最初「こうする」、「やってあげる」とか、「そうすると喜ぶ」

とか、そういう言葉遣いが結構使われていたことにすごく違和感を持って、どうなっ

ていくのかなと正直思っておりましたら、回を重ねるごとに成熟していくというか、

向かうべき方向に変わっていくんだなということを体験させていただきました。 

  私自身はあまり会に貢献したとは思いませんけれども、ご一緒させていただいたこと

をとても光栄にうれしく思います。ありがとうございました。 

○梶野部長 ありがとうございます。それでは小山聡子委員、オンラインでご参加いただ

いておりますが、ご発言いただけますでしょうか。 

○小山委員 よろしくお願いいたします。私ごとなんですけれども、この３月３１日で定

年退職を迎えるために、現在、撤収とか大わらわしてまして、今も自分の運び出す荷

物の前に座って会議に参加させていただいているので、対面参加できなくて大変申し

訳ございません。 

  私、この間、あまりお役に立てなかったというじくじたる思いもあるのですけれども、

検討の場に入れていただいたことを心より感謝申し上げます。 

  障害者虐待防止の観点で何点か、非常に印象深く思ったことがございまして、短く四

つだけ申し上げます。一つ目は、７章の関係ですが、自分がＢＰＳＤケアプログラム

のリアリティにちょっと感動したといいますかですね。 
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  これはパブリックコメントの中でも説明されていた件に関わる担当者の情報共有や、

一貫したケアの提供もサポートするプログラムなんだということの説明で、これは本

当にシステムなのでケアの技法が誰だったらできるというようなこととは異なるとい

うことがしみじみ、ふに落ちまして。そういう全体のシステムを広げていくことが、

私がやっている障害者虐待防止の領域でも十分に活用できるんだなと思いながら伺い

ました。 

  また、二つ目ですが、診断されてから実際に検査が必要になるまでの空白期間のとこ

ろで、マニュアルのことも指摘されていましたけれども、ここを私自身が、まさに地

域社会で認知症観の向上に向けて、少しでも今後貢献したいなと思っております。 

  三つ目は、さんざん冒頭で話題になりましたように、言葉遣い、表現の問題ですね。

どのような状態を何という言葉でくくって語るかというのを、私たちの思想を表すん

だということを、私はある一定の現代思想の影響のもとに強く感じているところなの

ですけれども、言葉の選択というようなことになってしまってはいけないし、正解は

すぐには見つからないのですけれども、前段で皆様もおっしゃったように、どのよう

に表現すべきかということを常に考え続ける必要があるということを改めて強く感じ

ました。 

  最後四つ目が虐待防止の観点です。今回の会議の中で、あまり虐待防止のことは出て

こなかったように思うのですけれども、区市レベルで虐待通報を受けた窓口が、児童

とか障害といったような属性のカテゴリーを超えて、横につながる仕組みを持ってい

らっしゃるというところがあるというのは、国の調査なんかをすると見えてくるので

すけれども。特に養護者虐待の場合は、５章のところで表現されたように孤立とか抱

え込みみたいなことが非常に問題になるわけで、こういったタイプの人は、決めつけ

てはいけないのですけれども相談に見えた時に何かアラートが鳴る仕組みというのを

精査していく必要があるのではないかなということは、ネットワークの説明もありま

したけれども、思ったところでございます。 

  以上です。ありがとうございました。 

○梶野部長 ありがとうございます。 

  それでは会場に戻りまして、北村世都委員、お願いできますでしょうか。 

○北村委員 北村です。今回はこのような委員を務めさせていただき、こういう機会を与

えていただきまして、本当にありがとうございました。認知症の人がどうやって生き

ていくべきなのか、生きていけるのかということを、この会を通して考えることとな

りました。 

  私は、ふだんは比較的、家族の方の支援に関わることが多いのですけれども、そうい

った家族とお話をしている中で認知症の人と一緒に暮らしていきたいし支援したいと

いう気持ちと、一方でやはり自分の生活の限界とでいつも葛藤されているし、答えが

なかなか見つからないということをよく聞きます。 
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  そういった中で、こんなふうに介護したらいいんだよとか、こんなふうに関わればい

いんだよというようなマニュアルも大事かもしれないけれども、それだけではなくて、

結局最後は、家族の方が認知症の方とどんなふうに関わっていこうとするのかを、自

分で決めていかないと前に進めないということを多く経験しました。 

  したがって、私の役割は、そういう家族の方とお話しながら家族の方が「こうやって

生きていこう」と決めていけるお手伝いを、ちょっとしているぐらいなんだろうなと

思っています。 

  ただ一方で、今回の計画もそうなのですけれども、どの人も自分の生き方を迫られる

というか、決めなければいけないつらさを、突きつけられているなとも思います。そ

れは認知症の人もそうですし、家族の人もそうだと思うのですね。 

  ですので、自分で決めていくということも、我々はまだまだ慣れていない。特に高齢

の方々は慣れていないわけですけれども、そういった自分の人生に関して責任を持っ

て考えていくというようなことを小さい頃から取り組んでいくことで、初めて認知症

の人を尊重できたり家族を尊重できたりするのではないかなと、今回の会議で思った

ところでございます。 

  今後ともいい計画、そして実践ができていけるといいなと思っております。ありがと

うございました。 

○梶野部長 ありがとうございます。 

  それでは、オンラインでご参加の繁田委員、お願いいたします。 

○繁田委員 私は会議に全く貢献していなかったので、本当に申し訳なかったなと思うの

ですけれども、せっかくの機会なので、僕の問題提起というか課題、今気になってい

ることを一つ申し上げておこうと思うのですけれども、大学のほうを退職しまして今、

診療しております。 

  僕の今のブームとしては、医療の中での意思決定がやはり相変わらず本人不在で行わ

れているので、もう少し本人が参加する意思決定になったらいいなというのが一つで

す。 

  それに関連してなのですけれども、何のために治療しているのかとか、どこに向かっ

て自分が生きていきたいのかということを、相変わらずなかなかご本人が考える機会

が全くない。 

  いわゆる治療目標が分からない中で治療が行われていっているのは、まさにあしき慣

習で、認知症の人の治療薬が出たときから相変わらず問題で、多分いましばらくは問

題であり続けるだろうというので、そこでここらの医者が少しずつご本人と共有して

治療ができたらなという。 

  ですから、意思決定と治療目標、新しい治療薬も出たのですが、やはり現場では本人

不在の意思決定で治療目標も目的も本人は分かっていないというか、家族も分かって

ないのかもしれないですけれども、そこのところをもう少しご本人が参加できるとい
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いなというのが、僕の思いです。 

  そんなところです。議論は非常に皆さん、生き生きと楽しそうにしていらっしゃった

ので、それは印象深く拝見させていただきました。ありがとうございました。 

○梶野部長 ありがとうございました。 

  それでは続きまして、会場に戻りまして、進藤委員、お願いいたします。 

○進藤委員 ありがとうございます。進藤でございます。３分ということなので、三つの

ところでお話をさせていただければと思いますが、まず初めに、この計画の策定に当

たりましては、基本法が出来てから本当に短い間でこれだけ充実した計画ができたと

いうのは、さすが東京都だなと思いながらアンケートを見ました。 

  三つの視点というのが、まず一つ目、やはり区市町村、特に人口規模の小さなところ

がどんどんと働き手の方々が減っていき、地域住民の方の高齢化が進んでいく中で、

認知症施策が難しいという意見を多く聞いております。 

  もちろんこれまで大事にしてきたものを広めていくのも大事なのですが、住民の方々

の備えを、進めていくことが大事になってくるかなと思います。 

  よく粟田先生もおっしゃっている独り暮らしの方は、これから本当にどんどん増えて

いく中で、就労人口は減少しています。そのため、今までよりも手厚くサービスをし

ていくことが、ひょっとしたら難しくなるかもしれません。早い段階から備えを推進

していくということが、一つは大事かなと思っております。 

  二つ目の視点は、やはり都の中にたくさんの区市町村があるため、都の役割としては

広域でサポートしていくということが重要になってくるかなと思います。 

  先ほどＧＰＳの話があったのですけれども、これはちょっと別の件の話なのですが、

市町村がそれぞれ違うＧＰＳを導入していると使うアプリが違ってしまうので、なか

なか実はうまく拡充できないというお話も伺ったことがありまして。 

  広域的シーンでサポートをしていく体制を、この先も認知症の方が増えていくという

ことを考えると、また先のところも考える必要があるかなと思っております。 

  三つ目が、海外からの関心というところで、私は、この４月から東京都健康長寿医療

センターで勤務しているのですけれども、６月下旬から先週までの間に海外からの視

察の申込みが３６件あったのですね。 

  日本は皆さんご存じのとおり、世界で一番高齢化が進んでいるので、施策としてもや

はり一番進んでいるのだろうということで大変多くの視察の希望というものをいただ

いております。 

  地域の中で行われている様々ないい取組を、今回コラムという形でまとめてくださっ

ているのですけれども、こういったものを世界に発信していくということも大事かな

と考えているところでございます。 

  すみません。まとまりがなくて恐縮ですが、以上となります。ありがとうございます。 

○梶野部長 ありがとうございます。 
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  名簿順では次が内藤議長ですけれども、最後にご挨拶をいただくということで、続き

まして渡邉浩文委員、お願いいたします。 

○渡邉委員 渡邉でございます。このたびは、認知症施策推進計画に携わることができ、

本当に貴重な機会をいただけて、自分自身も学びの多い時間であったと思っておりま

す。 

  私自身は起草ワーキンググループの取りまとめもさせていただく中で、認知症のある

当事者の皆さんのご意見等を、対話を通しながら何かをつくり上げていくことの大切

さを、改めて学べたかなと思っております。 

  これからまた各区市町村等でも、共生社会の理念を大切にして、認知症のある人も、

それ以外の人も大事な一人一人であるということを前提としながら、どうやってそれ

ぞれ皆さんにとってのよりよい社会をつくっていけるのかという対話の中で、認知症

の問題をしっかり取り上げていく。 

  そういったことの重要性というのは、今回のやり方、プロセスの中にも、大事なこと

がたくさん詰まっていた時間だったのかなと感じているところでございます。 

  まだまだ取り組むべき課題もたくさんありますので、改めまして引き続き、自分がで

きる範囲でまた頑張っていけたらなと思っているところでございます。 

  ありがとうございました。 

○梶野部長 ありがとうございます。続きまして、オンラインでご参加の相田里香委員、

お願いできますでしょうか。 

○相田委員 リモートでの参加となりまして申し訳ございません。相田でございます。 

  本年度委員を務めさせていただきまして、ありがとうございました。それぞれ委員の

皆様のご意見に学ばせていただきまして、また都の取組や様々な施策につきましても

理解を深めることができまして、東京都に暮らす一員として、私自身が大変多くの気

づきを得ることができました。 

  中でも本事業の目的であります「認知症のある方とご家族に対する具体的な支援の在

り方」について、具体な検討や議論を進め続けていくということが、認知症のある方

に限らず、誰もが地域で安心して暮らせるまちづくりの推進へと深くつながっていく

んだということを、この委員会への参加を通じて実感をしております。 

  私たち介護支援専門員、ケアマネジャーは、介護保険をお使いになられている方々が

対象ではございますが、認知症がある方やそのご家族が地域に安心して暮らし続ける

ための環境を作ります。暮らしの環境全体を見つめて必要とされる人、物、制度につ

なげるだけではなく、その時々の思いやご意向を大切に伴走させていただけなければ

ならないという思いを、新たに実感しております。 

  また、高齢者だけでなく、若い世代の希望も伝えるための社会資源づくり等にも、取

組を自在に進めながら、世代に応じて自分らしく希望を持って暮らし続けていただけ

ますよう、まずご自分の言葉で語っていただけるようなコミュニケーション環境、一
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人にしない、温かなつながりを大切にし、そのような社会の実現に努めてまいりたい

と思います。 

  本年度委員として得た気づきや、本事業の目指す地域づくりの実現に向けまして、都

内介護支援専門員みんなで努めてまいりたいと思います。ありがとうございました。 

○梶野部長 ありがとうございます。 

  では会場に戻りまして、井上信太郎委員お願いいたします。 

○井上委員 地域密着型サービス協議会の井上でございます。 

  まず、東京都さん。大変すばらしい計画をつくっていただきましてありがとうござい

ます。この計画に少しでも携われたことを大変光栄に思いますけれども、十分に携わ

れてなかったので反省点も多々ございます。このすばらしい計画を進めていくための

事業者としての責任も、ひしひしと感じているところです。 

  そして、その事業者が現在どういう状況にあるのかについても、ぜひ知っておいてい

ただきたいなと思います。近年、コロナ禍を経験してから、人手不足が以前よりも加

速していくという、思いもよらない災害を受けて、とても現場で働いている実践者一

人一人が疲れ切っているような気がしております。 

  このすばらしい計画を進めていくためにも、現場の実践者が元気であるということは、

とても大切なことではないかなと思っているのです。 

  この場をお借りして大変恐縮ですけれども、私どもの団体は、近年、名前や役割が何

度か変わっていたりして、私自身も本当に自分のことで精いっぱいというような状況

であります。メンバーも、夜勤明けとか夜勤の入りとかで無理して集まって、やせ我

慢しながら話し合って現場をつくっているというような、こういう苦しい状況が実は

ございます。 

  そうしたときに、次年度から私どもは「協議会」という名前を改名し、これまでの事

業者を中心とした活動から、事業者を中心としつつも、もう少し現場の実践者に寄り

添った活動にするために、現場の人たちが参加しやすいような団体名とすることを目

標に考えているところです。名前も、「東京都地域密着型サービス事業者実践者の

会」というふうに、改名をしていこうと考えています。 

  せっかくですので当会の目的についてもお伝えしますと、現場の実践者が誇りを持っ

て働けるように、やりがいの再構築、最大化を目指します。福祉業界で働く実践者の

離職率を減らし、認知症のある人の尊厳を守り抜くことを本会の目的としております。  

  長年にわたって私どもの「協議会」はこの会にお呼びいただいて、本当に前任者から

大変お世話になっているところですけれども、これからはもう東京都さんがつくられ

てきたこの計画と事業者が一体になって現場をつくっていくことができるように、話

合いを進めていくことができたらいいなと期待をしております。ありがとうございま

した。 

○梶野部長 ありがとうございます。 
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  それではオンラインでご参加の小林美穂委員、お願いできますでしょうか。 

○小林委員 オンライン参加で申し訳ありません。私自身、途中から参加させていただい

て、今回２回目ということでお話を聞くばかりになってしまい、全くお役に立ってい

る状況ではないのですが。 

  前回参加させていただいたときに、当事者であるさとうみきさんのお話をたくさん聞

かせていただいて、やはりその当事者のお話を聞くということがとても私の中では勉

強になっていて。 

  日々、私は、小平市の包括支援センターで業務をしており、認知症の方やご家族の方

のご相談を受けていたりするのですけれども、そういったご本人の意見に耳を傾ける

ということに関しては、とても勉強になりました。 

  私たち小平市でも、認知症の人の社会参加推進事業のモデル事業を令和６年から実施

しています。そこで、「人の役に立つことをやりたい」とか、「人とお話をしたい」、

「みんなで集まれる場所が欲しい」というような、当事者やそのご家族の方々のご意

見を聞きながら、何ができるかというところでお話合いを進めています。その中で、

「フードパントリーをやりたい」というお話が出て、昨年１１月から月１回、笑顔で

つながる「オレンジパントリー」と皆さんで名前を決めて、実施しております。 

  認知症の方たちに、地域の人たちから寄附していただいた品物を配ったり、そういう

人たちとお話をしたり、コミュニケーションを取るとかいう形で実施しております。 

  皆さんのご意見を聞きながらそういったことを進めていくということの大切さを実感

し、認知症の人たちの生き生きとした姿を見ていることでとても私たちも元気をいた

だいていたりするので、そういったことを大切にしながらこれからもやっていきたい

なと思っております。 

  そういった部分でこの会議に参加させていただいて、そういった地域にいろいろ考え

る機会をいただいたことを、本当に感謝しております。ありがとうございました。 

○梶野部長 ありがとうございます。 

  それでは会場に戻りまして、平川淳一委員、お願いいたします。 

○平川委員 東精協の平川です。 

  今回は、認知症の人の気持ちに立った計画ということで、大変感銘を受けました。本

当にそういう意味では王道といいますか、一番大事なことを貫いていらっしゃるとこ

ろについては、敬意を感じました。 

  最近、私ども臨床の現場では、認知症対策がかなり厳しい状況になってきています。

例えば、認知症で５年ぐらい経過して割と穏やかに暮らしていた人が、突然に怒り出

して、奥様を角材で殴って警察を呼んで措置入院になる、認知症で措置入院になると

いうことがありました。 

  それから、単身で暮らしている方が家の前で倒れていて、救急搬送された際に救急病

院で大暴れになって、その後うちの病院に来ると、もう介護保険も何も持っておらず、
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そのときもかなり重度な認知症ということで、介護保険の認定からやらなければなら

なかったため、２か月ぐらいかかるというようなことがありました。 

  一方で、家族で暮らしていた方ですけど、奥様に対する暴力行為があって、本人は膀

胱がんに解離性大動脈瘤、心不全、腎不全、かなり膀胱も結局放射線を当ててバール

が入っている状況なのですけれども、それで尿閉になって腎不全もまた悪くなって救

急搬送されて。 

  そうするともう見られないからとなってうちで引き受けたのですけれども、認知症で

ある奥様が見舞に来ると、奥様のケアが悪くて、本人が怒って暴力を振るうというこ

とがありました。うちに入院している限りでは非常ににこにこしているのですが、奥

様が来るとものすごく抵抗するんですね。 

  そこに娘さんがいたので、娘さんにお話をして、娘さんはどう思われるか。私どもの、

統合失調症か発達障害かそういう方で、激しい感情をぶつけてくるので、もうそれ以

外はご家族がいないのですね。もう誰も責任を持てないというようなケースもあって

ですね、８０５０問題ですかね。そういう問題がさらにちょっと年月がたって、また

さらに進行しているというような感じがいたします。 

  現場はかなり厳しい状況になってきているので、認知症になってから、なるまで、症

状が進むまでの間は大変この計画でいいと思いますけれども、この先のことも考えて

おかなければいけないと、ひとつ思いますね。 

  それからもう一つ、今、認知症の抗体医薬が出まして、私ども精神科医ではなくて、

どちらかというと脳神経内科の先生が認知症の治療の中心になっているような印象が

あります。 

  ただ、数的には対象者は３万人から５万人、多くても１０万人としても、１，０００

万人の認知症の人に対して１万人、管理の人たちのケアを脳神経内科の方が中心にな

ってしまうと、我々としては非常に、今、どうしていいか分からなくなっていますが、

日本中の認知症疾患医療センターも５０％ぐらい、診療所も含めると、精神科がセン

ターをやっていますので、その辺も少し考えなければいけないなと思っています。 

  特に抗体薬については、初期投与のほうは、我々精神科はできないわけですけれども、

だんだん投与の数が増えた場合に、継続投与をしっかりセンターがやってほしいとい

うご意見もあるようです。しかし、初期投与を行った医療機関とは連携を、一応協定

書を結んではいるのですけれども、「投与を開始した」というようなことについては

何の連絡もないので、結局何が起こっているかよく分からない状況です。 

  さらに、患者さんの認知症の守秘義務の問題で、たとえばある会社の社長さんが「認

知症で抗体医薬を使っている」と言ったら、もうその会社の信用にも関わるわけです

から、大変重い秘密事項になります。そういう情報を認知症疾患センターと初期投与

医療機関が共有するということも、その患者さんにとってはマイナスになるようなこ

とがあったので、その辺の地域で投与の方法についても、もう少し検討が必要なのか
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なと思っています。 

  計画としては大変いいと思うのですけれども、この先、また認知症というのは社会の

安全という面でも、いろいろ影響が出てくる段階に入ってくると思うので、そこを踏

まえて今後はまたさらに検討を進めていただければと思います。 

  ありがとうございました。 

○梶野部長 ありがとうございます。続きまして大野教子委員、お願いいたします。 

○大野委員 １年間ありがとうございました。私は「認知症の人と家族の会」というのを

４５年前から設立しておりまして、認知症のある方本人と介護家族の当事者団体とし

て、認知症になっても安心して、ボケても安心して暮らせる社会の実現を大昔からず

っと希求してきました。 

  しかし、ここにきて急転直下といいますか、世の中の方たちが認知症について、他人

事ではなくて自分もいずれ認知症になるという観点、視点から、自分たちがそうなっ

たときにどういった社会で生きたいかというような思いを持つ方がすごく多くなった

なと思います。 

  その中でこの１年間、国のほうで基本法が施行されたことで、東京都ではいち早くこ

の短期間の間に、これだけの推進基本計画をつくって、取りまとめてくださったとい

うことに対して心から感謝しております。 

  特に当事者参画ということで、今年度はご本人とご家族の意見をたくさん聞こうとい

う姿勢で私どもは彩星の会さんも含め２回、東京都支部も世話人が参加して意見交換

会を２回も開いてくださって、その中でみんな自由に自分の意見を述べて、それを本

当にたくさん拾い上げてくださったということにとても感謝しております。 

  私たちは、介護家族の代表みたいな顔をしてその意見交換会に出て、様々な発言した

のですけれども、この６０個のパブリックコメントで皆さんの意見を改めて、夕べじ

っくりと読ませていただいたのですけれども。 

  私は、なんか介護家族の代表みたいな顔をして大きな顔をしていたような気がするの

ですけれども、様々な思いを持ってらっしゃる方がたくさんいて、本当にいろんな視

点から見ていらっしゃる方がたくさん世の中にはいて、それを気づかされたというこ

とで、すごく改めて家族とかご本人が声を上げるということが大事なのだなというこ

とを知らされました。 

  とにかくご本人も介護家族も、単に支援を受ける受身の立場ではなくて、こうやって

都がつくってくださったこれを今度区市町村で、また策定し、計画をするわけですけ

れども、そのときに自分たちが住んでいる市区町村で、もっと自分たちの声を上げる

ということが大事なのだなということをすごく知らされた思いです。 

  本当にありがたい機会をつくってくださいまして、ありがとうございました。そして

私たち当事者の声を一つ一つ、その意見を真摯に受け止めてくださった東京都の皆様

に、本当に心からお礼申し上げます。ありがとうございました。 
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○梶野部長 ありがとうございます。 

  それでは、続きまして上村幸一委員、お願いいたします。 

○上村委員 公募の上村と申します。まずもって、認知症推進委員に参画させていただい

て、本当に自分の介護を１０年間、在宅でやった経験からして本当によかったなと。

自分なりにあまり時間が制約された分まで言えない部分もあったのですが、可能な限

り検討させていただきました。 

  それを受けて、認知症の方に対する意見もたくさん、今、出ているのですが、私は介

護した経験からして、介護士の立場に立った意見として申し上げたいと思います。 

  本当に介護するほうは、大変なのです。これは正直、在宅でやる場合については。ご

存知のように、行政の施策としても本当のいわゆる特養ホームというのは箱物ですね。

これがやはりいろいろな予算の関係もあって難しいということが言われています。 

  私は、この認知症をやる前に、福祉局が保健医療福祉局に名称が変わったときも向こ

う３年の計画を出す委員のメンバーにもなっていまして、そのときにも所管の課長に、

特養ホームを増設ということを申し上げたのですが、現状、予算が難しいとかいろい

ろ言われたため、結果的には在宅に切り替えたという経緯です。 

  これはもう重々分かっていますし、それで今回この計画案、ちょっと概要でしか私は

ないのですが、非常によく考えていただいたということを申し上げたいと思います。 

  とりわけ私、先ほども言ったように、在宅に切り替えた場合に介護する側ですね。ヤ

ングケアラー、これ申し上げました。私は二度ほど審議会で申し上げたら、ちゃんと

基本的施策の中に盛り込んでいただけて、本当にありがたいと思いました。ちゃんと

傾聴力のある方ばかりなので、本当よかったなと思っています。 

  同じ話を東京都で、私がこうやって要望を出したということで、私は、区のほうの行

政審議会で委員をやっていまして直接の区のトップの方にも、この旨を伝えてありま

す。今後またこれを受けて、区のほうで動きが出ると思います。 

  一応、区の認知症の担当の所管の担当の係長と、一応取材という形でちょっと現状を

聞いたところ、恐らくこれを受けて、今回計画を示されていると思うので、示されて

雑誌か何かに出て配られて分かると思うのですが、同時並行して区も、今、条例を策

定していると。ついこの間ですけれども、ちょっと前ですけれども、そのような状況。  

  それと認知症対策のメンバーをそろえて、いろいろな学識、有識経験者等々を含めて、

メンバーをセットして、強靭な体制でこれから臨むということで気合が入っていまし

た。これも東京都でこういうすばらしい内容で示されたことによって、今後、今まで

予防医療という観点でしかできなかったものが、具現策としていろいろ示されていま

すので。 

  これで外堀、内堀も埋まったということになると思いますので、大事なところはあと

要介護４とか５とか、事業者に対しての対応、ここが一番重要課題になるのではない

かなと、私個人的には思っております。 



 

 25 

  相談機関も非常に充実してあるので、これをあとは啓発をしていただいて、いろいろ

な相談機関があるということを、いろいろな広報媒体を駆使していただいて発信力を

高めていただくということも必須かなと思っています。そこら辺は都の職員の方、部

長さんを含めて一丸となってやっていただければという思いです。 

  すみません。ちょっと長くなりました。以上です。 

○梶野部長 ありがとうございます。 

  それでは、佐野光秀委員、お願いいたします。 

○佐野委員 若年性認知症家族会「彩星の会」の佐野でございます。当推進会議の委員を

拝命して２年になります。今年度は認知症基本法の施行元年と重なるとても重要な節

目に当たります。第１期の推進計画づくりに参画させていただきましたこと、また、

若年性認知症の家族会の立場で意見を述べさせていただくなど、大変光栄で貴重な経

験を積ませていただきましたことを、東京都の幹事の皆様、そして委員の皆様方に心

から感謝を申し上げます。 

  とりわけ認知症施策推進担当の小澤課長には、２回にわたる彩星の会の代表メンバー

との意見交換会で、認知症のある妻や夫を長年介護で支えてこられたご家族の意見を

直接お聴きいただき、推進計画への反映にご尽力いただきました。本当にありがとう

ございました。 

  このたび策定されました推進計画は、向こう５年間の基本計画ということで、今後進

行の管理や見直しが行われると伺っております。その過程におきましても、認知症基

本法に則り、認知症のある人及び家族等の意見を十分に聞くとのことですので、私ど

ももその立場で微力ながら貢献できればと存じます。 

  今後とも引き続き、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○梶野部長 ありがとうございます。 

  続きまして、田尻成樹委員、お願いいたします。 

○田尻委員 東京都民生児童委員連合会、常任協議員の田尻でございます。少しレベルの

高い会議ばかりで、なかなかついていくのは大変でした。ずっと参加させていただい

て、ありがとうございました。とても勉強になりました。 

  私は、今、認知症に関して思っていることは、理解を深めていくことが大切だと思っ

ています。ただ、認知症に関して理解をされている方々が、まだまだ少ないと思いま

す。 

  それで、例えば、共生社会の実現とか認知症基本法が成立されて施行されていること

とか、身近でまだそれを周知して知っている方が少ないような気がするのですね。い

かに周知して皆さんに認知症を分かってもらうかということを、これから考えていき

たいと思っているのです。 

  それから、例えば、学校の教育に入れるとか、僕は品川区の代表でもあるのですけれ

ども、地区の民生委員協議会では認知症サポーター養成講座とかを年１回開催して、
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学んでいます。でも、そういう機会をもう少し増やしてほしいなとは思っているし。 

  あとケアラー懇談会、認知症カフェと様々に取り組んで、そこに参加されるご家族の

方とつながりを持ってお話をして、少しでも張り詰めた気持ちをほぐすようなそうい

うこともしていきたいし、介護の経験されている方の相談役になったりしていきたい

と思います。それから、あと言葉遣いも気をつけようと思います。 

  以上です。よろしくお願いします。ありがとうございました。 

○梶野部長 ありがとうございます。 

  続きまして、中島尚子委員、お願いできますでしょうか。 

○中島委員 公募委員の中島です。１年間ありがとうございました。各専門の皆様のいろ

いろなご意見とかお話を聞かせていただき、私なんか勉強不足だと思いますので、理

解もなかなか大変なところもありましたけれども、大変勉強になりました。 

  私はボランティア団体として、今、認知症の予防教室をもう８年、９年やっているの

ですけれども、この東京都の施策として新聞か何かで「予防」という文字が入ってい

たことを記憶しているのですが、ここにはその「予防」という字はどこにもないので

すけれども、それは違う部署で行っているものなのかどうかというのが一つ質問なの

です。 

  私は、長寿医療センターで昔、予防のことをずっと中心にやっていたときに、研修を

長く受けていましたので、予防というものが大事だと実感しておりますし。 

  今、来ている方でも明らかにＭＣＩの方で、包括の方からの紹介でいらした方も、本

当に正常に戻って普通に元気になられた方を実際に何人か見ていますし、そういうも

のを実感しているだけに、これを何とかしたいと思っているのですが、行政なんかで

すとやはり限られますよね。 

  私、渋谷区なのですけれども、渋谷区でもそういった教室をやり始めましたけれども、

現状、大体３か月とか４か月で入替え制になっているので、そこを出た人たちはもう

それで終わってしまうというのがあります。 

  実際、本当にそれを継続していくということがとても大事だと思っているので、私た

ちはボランティアでやっているのですけれども、その参加者の中で、今度その区の予

防教室の方に行ってきますといった方が、それを終えて、また戻ってきますといって

戻っていらしたり、結構出入りをやっていたりすることがあるのですね。 

  そうやって、行政の予防教室を終えた方の受皿みたいなもの、そういうものづくりと

いうのも必要なのではないかなと。それには行政だけでは難しいとは思います。です

から、民間と一緒にそういう形をつくれていけたらいいなという希望をずっと持って

いるのですが、その方法が分からなくて悶々としている状態です。 

  何かまたそちらの方向に行けることがあったら、ぜひともお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○梶野部長 ありがとうございます。先ほど、予防の話がございましたが一言だけ。 
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  基本的施策の枠でございますけれども、「認知症の早期の気づき、早期診断、早期支

援」という章の中で、「予防と健康づくり」といった項目を設けまして計画の中でも

言及させていただいております。 

  それでは続きまして、さとうみき委員、お願いいたします。 

○さとう委員 とうきょう認知症希望大使を務めさせていただいております、さとうみき

と申します。この１年、本当にいろいろと緊張しながら、ちょうど１年前ですかね。

東京都の、今日不在なのですけれども小澤課長と、もう一人お名前を忘れてしまった

のですけれども、最寄り駅のほうまでお越しいただいて。 

  最初は、このような本当に重要な任務を私自身が務められるのかという不安がありま

して、辞退しようと思っていたのですけれども、引き受けさせていただいて、様々な

学びをさせていただく中で、１年間務めさせていただいてよかったなと思っておりま

す。 

  ただ本当にパブコメのほうを拝見して、「認知症の人」なのか「認知症のある人」な

のかという言葉を、皆さんのコメントを拝見したときに、私は勝手に当事者委員とし

て私がみんなの代表だみたいに思って頑張ってしまっていたところがあったのですけ

れども、でもそれぞれご本人の言葉をもっともっと大切に拾っていかなくてはいけな

いことでもあるなと、私自身も気づかされたところでもありました。 

  あとは、これから区市町村に、この推進計画が下りていくことによってどうなるのか

なという不安も正直あるのですけれども、ただ地域を超えたつながりをつくっていく

ことはすごく大切だなと思っています。 

  今、私自身も中央沿線ですとか若年性の仲間たち２０人、３０人ぐらいですかね、３

０、４０人ぐらいのご本人とご家族が集う会を毎月やっているのですけれども、本当

に皆さん、いろいろなことをおっしゃっています。 

  その中でも今日、忘れないうちにお伝えさせていただきたいんですけれども、資料６

の新規事業で、民間団体と連携した認知症家族介護者のピア相談事業をスタートされ

るとのことで、これはすごく大切な事業であると認識しておりますが、こちらにも、

例えば、ご本人のピアサポートというものも、東京都の中で何かできたらいいなと感

じております。 

  今日も、私自身の一緒に集ってくれる仲間も、そろそろ地域につなげなくてはいけな

いなと感じておりまして、今日午前中にその方と一緒にその方の地域のカフェにも出

向いたりしてきたのですけれども。 

  その方も診断から１年ぐらいたちまして、「私自身も大きなことはできないけれども、

今、悩んでいる方のピアサポート活動を、寄り添うようなことをしてみたい」という

こともおっしゃっていました。 

  そのため、そうやってまだまだ診断から少しずつ前を向いて、認知症とともに生きる

仲間たちが自分もできることを模索しているということも、ぜひ今後の課題として入
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れていただきたいなと思っております。 

  本当に今回は認知症の本人として参画させていただいた中で……、すごい飛んでしま

いました。すみません。 

  あと一つ、本当に大切にしていきたい、この資料５の推進計画にも記載していただい

たＧＰＳのことについてです。今月、大切な仲間が迷子になってしまうということが

ありました。ご夫婦で、スーパーで買物をしているときに、ふとご主人が目を離した

隙に、奥様が一人で出かけてしまったのです。 

  ご主人としては自分で解決できるだろうと思ってスーパーや近隣を探したけれども、

暗くなってきたせいで、見つかりませんでした。それでいよいよ暗くなってきたので、

ご主人としてもスーパーや関係部署のほうにお伝えしたけれども、３日たってからお

亡くなりになって発見されたということもありました。 

  これが私の仲間で二人目なのですけれども、なぜ人はそうしたときに、暗くて人影の

ないところに行ってしまうのだろうかという、本人にしか分からないことでもあるの

ですけれども、ＧＰＳが駄目だとか、監視されているから駄目だとかそういう社会で

はなくて。 

  早いうちに、「これが駄目、あれが駄目」ではなくて、認知症になってからの私たち

の備えとして、家族にGPSを持ってもらいたいという思いの裏側には、「家族が愛情と

して心配だから持ってほしい」ということを、丁寧に最初の頃から伝えていただける

啓発もすごく大切になってくると思います。 

  やはり命に代えられないことでもありますし、そのことを悔やんでいるご家族は一生

それを背負ってしまう。だから、本人のためにもご家族のためにもその思いを伝えて、

早期のうちからの対話がすごく大切になってくるのだなと感じております。 

  本当に１年間、ちょっと熱くなってしまった部分もあったのですけれども、皆様に本

当に言葉一つ一つを丁寧に拾っていただき、とてもすてきな計画書が出来上がったこ

とに感謝申し上げます。ありがとうございました。 

○梶野部長 本当にありがとうございました。 

  それでは続きまして中村真理委員、お願いできますでしょうか。 

○中村委員 八王子市地域包括支援センター子安の中村でございます。この１年間、この

ような場で意見を表明する機会をいただきまして、本当に光栄でした。 

  ここの場にはいらっしゃらない小澤課長をはじめ東京都の皆様が、ご本人やご家族の

声を一つひとつ丁寧に拾い上げてくださった結果出来上がった計画書だと思います。

そして純粋に本当にこの場に参加できて、うれしく思っているところです。 

  東京都の「２０５０東京戦略」を見てはっとしたのは、２０５０年、私も後期高齢者

になっていますが、一体どんな世界が待っているのだろうかと。平川委員からもあり

ましたとおり、今、すでに危機的な状況が始まっています。 

  介護の現場では、ケアマネジャーの事業所はその数を減らしており、特養も箱をつく
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っても中を支援する専門職が確保できなければ、開けることすらできないという状況

です。そういう人手の少ないところでは、高齢者虐待が蔓延しやすい環境が出来上が

るという負のスパイラルが起きやすい状況になります。 

  本当に手を携えていかないと、私ども包括も高齢者の支援だけ対応しても解決になら

ない、複合的な課題というところに直面しております。産官学に、企業の皆さんも手

を携えて、誰もが自分事にならなければ、この先この社会を維持することが難しくな

るという危機意識を、ぜひ持っていただきたいと思います。 

  平川博之委員からはオレンジドクターの話の中で、「包括は駆け込み寺だ」とありま

したが、駆け込み寺に駆け込む前にもう少し健康なときからつながれる、地域の中で

孤立しない横のつながりがあって、家族にちょっとしたことを相談できたり質問でき

たりできる、そういった環境づくりが大切です。 

  当事者同士が出会い、認知症のある人からのお話を聞く機会に参加することで、「こ

の先どうしたらいいのか」と思ったときに先輩がいるんだということを知り、認知症

を受け入れていく。 

  新しい認知症観という言葉も動き始めましたが、認知症を受け入れていく社会を目指

していくんだということを、平たく皆さんに深く深く市民の中に浸透できたらいいな

と思っております。 

  私も八王子市で常設の家族サロンの認知症カフェを、２月で１０年、運営してまいり

まして、ご紹介したい例があります。あるアパートで一人暮らしをしている女性が、

夜な夜な近所のお隣さんとかに、もう食べられないようなものを渡しに行くのですが、

包括の職員が認知症サロンに連れ出しました。とにかく猜疑心も強い方ではありまし

たが、居場所があると落ち着くのですね。  日中帯に参加の場があることで、夜間

のご本人の状態が改善しました。一方的にその人を排除せず見守る体制が大切です。 

  バスで迷っても、その先で声をかけてくれる人がいる、警察官が「ちょっと迷ってい

たので保護しましたよ」と声をかけてくださる。常設のサロンの意義を伝えたかった

のですけれども、なかなか広がっていきません。 

  今、認知症カフェとか家族会の現状から申し上げると、会場を借りる手配するのが大

変です。補助金があるわけじゃないのです。多くは手弁当で関係者が月に１回、２回、

会場を何とか手配してやっているのが現状です。 

  そういう公的な社会的な非常に意味のある活動に対して、さとうみき委員が当事者の

ピア活動に対する何らかの支援についておっしゃっていましたが、手弁当な家族会へ

の公的な何らかの手を差し伸べるような支援についての意義を皆さんにも共有してい

ただきたいと思って、お話し申し上げました。 

  ありがとうございました。 

○梶野部長 ありがとうございます。 

  終了予定時間がやや近づいてきておりますので、円滑な進行へのご協力をお願いいた
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します。では続きまして、森純一委員お願いいたします。 

○森委員 東京都社会福祉協議会の地域福祉部の森です。今年度から社会福祉協議会をメ

ンバーに入れてみようということでお声がけいただいて、参加させていただきました。  

  私は、この１年間、都内の区市町村社協の会議や研修でこの会議のことを結構話して

きましたので、やはりこういったことを区市町村の段階で少しみんなが意識していく

ところで、社協のところを少し頑張れたかなと思っているところです。 

  この計画の１０６ページの、自治体のアンケートのところで、自分たちの計画をどう

するかは、計画の内容を見て検討するというようなのが６割というふうになっていま

した。そこのところ、やはりここからがすごく大事だなと思っています。 

  ただその内容を見て、区市町村の皆さんにお伝えしなければいけないなと思うのは、

ここの計画をつくってきたプロセスの価値を、きちんと区市町村には伝えていく必要

があるかなと思っております。 

  あと１５か所のコラムの中ですごくすてきな選択だなと思いましたのが、利島村のと

ころです。伊豆大島の少し南にある小さな島なのですけれど、人口３００人の島で、

そこの社協も結構頑張っているのですが、３００人で、みんなで頑張るとどうなるか

ということが描かれていて。 

  認知症のことをなかなかみんなが共通理解を持つことは難しいなというイメージがあ

るのですけれど、利島村のような３００人のところでやってきていること、そういっ

たことで利島村という島に長く暮らして、その島で在宅暮らしできるような限界値を

高めるということができているのかなと、すごくいいチョイスだなと思っております。  

  私自身が、４月から東京ボランティア市民活動センターに異動してしまうので、この

会議に出られなくなってしまうのがとても残念だなと思っています。しかし、ボラン

ティアというところで考えると、認知症のある人の社会参加というところで何か関わ

ることができるかなと思っておりまして、何らかの形で引き続き関わっていきたいと

思っております。 

  ありがとうございました。 

○梶野部長 ありがとうございます。続きまして犬飼かおる委員、お願いいたします。 

○犬飼委員 杉並区高齢者在宅支援課長と、地域包括ケア推進担当課長を兼務しておりま

す犬飼と申します。１年間大変お世話になりました。 

  いろいろ本当にご意見を伺いまして、私ども行政としても気を引き締めて対応しなけ

ればいけないと思うことが多々ございました。 

  杉並区ですが、令和５年３月に、こちらの委員でもいらっしゃる粟田主一先生が所属

されている認知症介護研究研修東京センターと連携を結びまして、今の杉並区での高

齢者施策推進計画を策定するときにご署名を頂戴する場面もございます。 

  あと、私どもは令和６年度からこの計画を３年間ということで実施しております。こ

の計画におきまして様々な認知症施策におけるＰＲの仕方、この認知症の基本法の中
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では本人参画、正しい理解、知識についても普及啓発、そういったことが盛り込まれ

ていますが、私どもも令和６年度はそういったことに主眼を置きまして、様々な取組

をしてまいりました。 

  今回、東京都認知症政策推進計画最終案の９０ページに、私どもの杉並区の取組を取

り上げさせていただきました。ありがとうございます。 

  その中で昨年度、我々が対応いたしました取組の、例えば、オレンジランプの上映会

や粟田先生が講師をお務めいただきました認知症共生講座の実施、２つ目の取組とい

たしましては地域包括支援センターを中心としましたチームオレンジや第二層協議会

といった、当事者の方やご家族なども参画した取組などにも力を入れて取り組んでま

いりました。 

  令和６年度は普及啓発、あとは本人参画関連という形で、ただ無我夢中に取組を進め

てまいりましたが、次年度以降は、例えば、ご本人にもう少し一緒に取り組んでいた

だいて意見を頂戴するなど、より血の通った認知症施策を推進していけたらなと思っ

ております。 

  また、東京都の認知症施策推進計画も、充実した取組がきちんとした理念に基づいて

おり、私どもの計画につきましても、こちらを参加にして、きちんとした理念に沿い

ながら、次回以降にブラッシュアップしていくことができればと感じています。 

  この１年間、ありがとうございました。 

○梶野部長 ありがとうございます。ではオンラインでご参加の廣瀬明子委員、お願いい

たします。 

○廣瀬委員 オンラインからの参加で失礼いたします。東久留米市介護福祉課の廣瀬でご

ざいます。 

○廣瀬委員 まず初めに、この会議に参加させていただきましたことを心より感謝申し上

げたいと存じます。当委員の先生方をはじめ、東京都の皆様、本当にこの計画策定に

当たりましては丁寧に対応していただきまして、感謝申し上げたいと存じます。 

  本市においても、この計画策定に当たり東京都のヒアリングを受けまして、コラムと

いたしまして認知症介護を推進する上で大切にしていくこと、認知症になる前からの

活動継続に向けた仕組みとして取り上げていただきました。ありがとうございます。 

  本市におきましても急激に高齢者の高齢化が進み始めておりまして、認知症は地域社

会における重要な課題であって、多くの方々の生活に直接影響を与えるものだと思っ

ております。 

  東京都におかれましては令和６年度より、「認知症とともに暮らす地域安心事業」を

拡充してこられておられ、本日ご欠席と伺っておりますが小澤課長も、担当課長会で

「この認知症サポート健診を６２区市町村全てでも行っていただきたい。何でもいい

からとにかく開始してほしい」といった熱意あるご説明をしていただきました。本市

もようやく令和７年度より認知症サポート検診事業を実施する運びとなりましたこと
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をご報告させていただきたいと存じます。 

  また、この会議におかれましては、当事者の委員の方からご意見を直接伺う機会にも

恵まれております。中でも私たちは「『認知症の人』ではなく、『認知症のある人』

という表現に改めたほうがよい」というご意見を受けまして、本計画では「認知症の

ある人」という表現を用いることにすると伺いまして、東久留米市におきましても

「知って安心 認知症」のガイドブックなど、そういったパンフレット類やチラシ、

ホームページなどの変更できるところは、「認知症のある人」に変更しております。 

  また、高齢者福祉計画介護保険事業計画の上位計画にも位置づけられました、令和７

年度から１０か年計画であります地域福祉計画第四次改定におきましても、「認知症

のある人」という表現を用いて確定したところでございます。 

  最後になりますけれども、今後も認知症施策は、継続的かつ重点的な取組が必要であ

りまして、それにはやはり国や東京都の財政面を含めたサポートがなくてはならない

ものと考えております。引き続き、たゆまぬご支援、ご協力を賜りますようよろしく

お願い申し上げたいと存じます。 

  そして、これまで築いてきましたネットワークや知見を生かしながら、これからも地

域の皆様とともに歩み続けて、認知症のある人々が安心して暮らせる社会を実現する

ために尽力してまいりたいと存じます。誠にありがとうございました。 

○梶野部長 ありがとうございます。それでは最後に内藤議長、お願いいたします。 

○内藤議長 皆さん、お疲れのことだと思いますが、最後に私からご挨拶させていただき

ます。 

  まず議長としまして、皆さんから非常に活発にご意見をいただいて、また今年は大勢

の方に入っていただいて、今の３分ずつのお話でもこれだけ時間がかかるということ

は、毎回の委員会でも非常に膨大なご発言をいただいて、それを事務局で丁寧に拾っ

ていただいてまとめていったというものだと思います。 

  それぞれのお立場によって、課題や感じていることやどうしたらいいかというご意見

も様々だったと思うのですが、それを丁寧に追って、特にさとうさんに入っていただ

いたことで、非常にこの会議自体が成長していったと実感しています。 

  最初のどなたかがおっしゃっていましたけれども、最初の書きぶりとは全く違うもの

になって、認知症の方の、認知症のある方の主体的な立場から、計画の記述がどんど

ん成長していったのだというところが、今回の計画の非常に大きな特徴なんだと思い

ます。そういう意味で、改めてさとうさんに非常に感謝したいと思います。 

  これが出来上がりまして、最後まで相当に手を入れてつくったものですので、これを

都民の方あるいは区市町村の方に読んでいただいて、その考え方がうまく伝わってい

けば非常にいいなと思います。 

  これが完成して終わりではなくて、まさにこれが始まりで、またこの後それぞれの立

場から、皆さんはもう既にいろんなご意見が、課題があるということはお伺いしまし
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たけれども、いろいろな課題がまた改めて出てくるのだと思います。またそれを少し

ずつ変えていってというのが、この会議のこれからの使命になると思います。 

  この会議もこの計画ができたことで、この計画が達成を評価して、そしてまた次に向

けてどうするかという議論の軸がはっきりしてくるのだと思いますので、また今後も、

私はずっとやっているか分かりませんけれども、議論を深めていって東京都の認知症

施策がますます推進していけばいいのではないかと思っております。 

  改めまして最後に、皆さん本当にありがとうございました。お疲れさまでした。 

○梶野部長 ありがとうございます。 

  改めまして、委員の皆様にはこの会議の場はもちろん、終了後にも膨大な資料を丁寧

にご確認いただきまして、多くの貴重なご意見をいただきました。そのおかげをもち

まして、今回都としての初めての計画をこのように策定をさせていただくことができ

ました。 

  今、お話もございましたけれども、今後はこの計画に掲げました理念をどう実現して

いくのか、具体的な取組をしっかりと進めていくということはもちろんですし、その

先も見据えた検討というのはもちろん必要だと思っております。引き続き、様々な形

でお力添えをいただくことを心からお願い申し上げまして、本会議を終了といたしま

す。 

  誠にありがとうございました。 

（午後 ７時０４分 閉会） 


